
妙正寺川（三谷橋～新昭栄橋） 
整備事業に伴う用地測量説明会 

東京都建設局河川部 

東京都第三建設事務所 

平成 31年2月7日（木） 



妙正寺川（三谷橋～新昭栄橋） 

整備事業に伴う用地測量説明会 

＜次第＞ 

１．開  会 

２．挨  拶 

３．職員紹介 

４．事業説明 

  ①事業概要及び事業の進め方について 

  ②測量調査について 

５．質疑応答 

６．閉  会 
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東京都の中小河川事業の概要 

1時間当たり50ミリの雨に対処できる護岸などの整備 

    一級河川・二級河川 ： 107河川（857km） 

     うち 中小河川  ：   46河川（324km） 

中小河川の洪水対策 

妙正寺川 
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妙正寺川流域の概要 
 妙正寺川は、杉並区にある妙正寺池を源水として、中野区北部を東に流れ、 

途中、江古田川を合流し、新宿区下落合一丁目で神田川に合流する一級河川

です。 

■流域面積 ：１６．４ｋｍ２ 

■河川延長 ： ９．７ｋｍ 
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近年の水害被害（平成17年9月の豪雨） 

下井草観測所雨量 

（６０分雨量及び累積雨量） 

妙正寺川天神橋 

（中野区松が丘二丁目） 

 妙正寺川、善福寺川上流部を中心に、９月４日夕方から５日未明にかけ

て時間最大100mm以上の激しい雨が降り、甚大な浸水被害が発生。 

   ・総雨量    ：２６３ｍｍ   （下井草観測所・杉並区） 

   ・時間最大雨量 ：１１２ｍｍ／ｈ （下井草観測所・杉並区） 
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近年の水害被害（平成17年9月の豪雨） 

妙正寺川浸水区域図 
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　　　　　　　　　　外水氾濫区域

　　　　　　　　　　床上浸水の発生区域

　　　　　　　　　  緑地・公園

　　　　　　　　　　溢水方向

凡 例

浸水棟数  1,417棟 
 （江古田川を含む） 
  うち床上： 895棟  
     床下： 522棟 

凡 例     

   ： 浸水区域 

   ： 床上浸水 

   ： 溢水箇所 

が 
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■新たな整備方針 

「中小河川における都の整備方針～今後の治水対策～」（平成24年11月） 

「東京都豪雨対策基本方針（改定）」（平成26年6月） 

■目標整備水準の引き上げ 

■整備の考え方 

 時間50㍉降雨までは河道で対応し、 

 これを超える部分は、新たな調節池等に  

 より対応 

 効果的な対策を実施することにより、 

 早期に効果を発現 
 ⇒複数の調節池を連結する「広域調節池」を整備し、 

 機能の相互融通を図り、局地的集中豪雨に効果を発揮 

これまでは、 

 時間最大50㍉の降雨に対応 

区部河川は、 

 時間最大75㍉の降雨に対応 

新たな整備方針における整備の考え方 
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妙正寺川の整備状況① 

凡例 

 ：護岸整備完了区間 

 ：護岸整備未了区間 

今回整備区間 

■護岸整備率：４１％ 

環状七号線 
地下広域調節池（整備中） 

鷺宮調節池 

妙正寺川第二調節池 

妙正寺川第一調節池 
上高田調節池 

落合調節池 

妙正寺川取水施設 
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妙正寺川の整備状況② 
（神田川・環状七号線地下調節池－妙正寺川取水施設） 

内径：12.5ｍ 

妙正寺川取水施設 地下調節池内部 
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神田川 

善福寺川 

妙正寺川 

神田川・環状七号線地下調節池 



妙正寺川の整備状況③ 
（環状七号線地下広域調節池（事業中）） 
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妙正寺川の整備状況④ 
（鷺宮調節池） 
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河川改修の事業概要 

＜整備の基本的な考え方＞ 

  激甚化する豪雨への対策を進めるため、護岸が未整備である三谷橋から新昭 

 栄橋までの間において、河道整備を実施する。 

  事業に必要な用地を確保するため、調査（用地測量）を行い、必要な用地 

 範囲を確定させ、必要な範囲に河川予定地を指定する。 
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左岸 延長約150m 

右岸 延長約100m 

新
昭
栄
橋 

三
谷
橋 

凡例 

  ：河川予定地 

  ：中野工業高校 

河川整備延長 約400m 

左岸側（北側） 
調査延長 約150m 

右岸側（南側） 
調査延長 
約100m 

都立中野工業高等学校 

新
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栄
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標準断面図 
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現状 



整備後のイメージ 
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【現状】 

【将来イメージ】 



事業の進め方について 
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※用地の支障がなく 

 工事可能な範囲で 

 工事を実施 

H31.夏頃 教育庁が実施 

用地に関すること 

工事に関すること 



仮設構台について 
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   妙正寺川（現況） 

＜ 凡 例 ＞ 

 ○隣地境界点 

 ●計画幅杭点 

 ●道路・河川境界点 

 ●計画線上の土地境界点 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭 

鋲 

刻印 

用地測量について 

霞川（現況） 

線 

Cさん 
Dさん 

Aさん Bさん 

都
道 

区
道 

橋 
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河川管理境界 

河川管理境界 

計画線 

計画線 



（表） （裏） 

測量会社の担当者が携帯する身分証と腕章 
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注　　意

　1. この証明書は、標記　　委託　　　に従
事する場合には、必ず携帯し、関係人に請
求があったときは、いつでも提示しなければ
ならない。
　2.この証明書の記載事項は訂正しない。
訂正したものは無効とする。
　3. この証明書は、他人に貸与し、又は譲
渡してはならない。
　4. この証明書を紛失したときは、すみやか
に東京都第三建設事務所長へ届け出なけ
ればならない。
　5. この証明書の有効期間は、委託期間と
し、有効期間を経過したときは、すみやかに
東京都第三建設事務所長へ返還しなけれ
ばならない。

31三建工二身第 　　　 号

○ 年 ○ 月 ○ 日生
勤務先

　上記の者は東京都施行の下記委託
に従事する者であることを証明する。

記

１．件　　　名

２．委託場所

３．委託期間 自 平成 31 年 ○ 月 ○ 日

至 平成 31 年 ○ 月 ○ 日

平成 年 月 日

東京都第三建設事務所長

身 分 証 明 書

氏名 ○○　○○

昭和
○○株式会社

住所 ○○○○

○○測量

東京都中野区○○　○-○

○○　○
公印

割印

顔写真



立会通知 
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立会証明書 
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平成31年７月頃 ～ 現地調査 
            （既存境界標及び既定成果の確認など） 

平成31年８月頃  「土地境界の立会い確認の 

                                 お願い」を封書にて送付。 

      ※ 都が立会い予定日を設定し、お知らせします。 

            ご都合が悪い場合は、調整させていただきます。 

平成31年 ９月頃 土地境界の立会い確認 

      立会証明書への署名・押印 

平成31年１０月頃以降 

          境界線と計画線の交点の 

      現地標示（分筆予定の点）      

 

用地測量のスケジュールについて（予定） 
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 皆さまのご理解とご協力を 
お願いいたします。 
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不明な点は以下の連絡先にお問合せ下さい 

 

○東京都建設局河川部 計画課 

〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 

事業計画に関すること ℡ 03-5320-5414 

 

○東京都第三建設事務所 工事第二課 

〒164-0001  中野区中野4-8-1 

工事に関すること ℡ 03-3387-5367 

測量に関すること ℡ 03-3387-5372 


